
 

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-造船・舶用工業分野の基準について-」の一部改正について 

 

令和５年８月３１日 

 

 

 「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-造船・舶用工業分野の基準について-」について、今般、下記のとおり必要な改正を行い

ましたので、公表します。 

 

記 

赤字が修正部分 

通し 

番号 

該当ページ 

（改正後） 
改正箇所 現行 改正 

1 P.3 第１ 特定技能外国

人が従事する業務 

【関係規定】 

分野別運用方針（抜

粋） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に

関する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

特定技能外国人が従事する業務区分は、上記

３（１）ア及び（２）アに定める試験区分に対

応し、それぞれ以下のとおりとする。 

ア 試験区分３（１）ア関係（１号特定技能

外国人） 

別表ｂ．業務区分（５（１）関係）の欄

に掲げる業務とする。 

イ 試験区分３（２）ア関係（２号特定技能

外国人） 

溶接（手溶接、半自動溶接） 

５ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関

する重要事項 

（１）特定技能外国人が従事する業務 

特定技能外国人が従事する業務区分は、上記３

（１）ア及び（２）アに定める試験区分に対応し、

それぞれ以下のとおりとする。 

ア 試験区分（３（１）ア関係）（１号特定技能

外国人） 

別表１ｂ．業務区分（５（１）ア関係）の

欄に掲げる業務とする。 

イ 試験区分（３（２）ア関係）（２号特定技能

外国人） 

別表２ｂ．業務区分（５（１）イ関係）の

欄に掲げる業務とする。 



２ P.3,4 第１ 特定技能外国

人が従事する業務 

【関係規定】 

分野別運用要領（抜

粋） 

 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用

に関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 

造船・舶用工業分野において受け入れる１号特定

技能外国人が従事する業務は、運用方針（１）アに

定める試験区分及び運用方針５（１）アに定める業

務区分に従い、上記第１の１（１）のいずれかの試

験合格又は下記２（１）の技能実習２号移行対象職

種・作業修了により確認された技能を要する業務を

いう。 

  また、２号特定技能外国人が従事する業務は、運

用方針３（２）アに定める試験区分及び運用方針５

（１イに定める業務区分に従い、上記第１の１（２）

の試験合格及び実務経験により確認された技能を

要する業務をいう。 

あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常

従事することとなる関連業務（例：資材の運搬、清

掃等）に付随的に従事することは差し支えない。 

  なお、国土交通省は、別に定めるところにより、

当該特定技能外国人が従事する業務が、造船・舶用

工業分野に属する技能を要する業務であることの

確認を行う。 

 

第３ その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に

関する重要事項 

１．特定技能外国人が従事する業務 

造船・舶用工業分野において受け入れる特定技能

外国人が従事する業務は、以下のとおりとする。な

お、いずれの場合も、これらの業務に従事する日本

人が通常従事することとなる関連業務（例：資材の

運搬、清掃等）に付随的に従事することは差し支え

ない。また、国土交通省は、別に定めるところによ

り、当該特定技能外国人が従事する業務が、造船・

舶用工業分野に属する技能を要する業務であること

の確認を行う。 

（１）１号特定技能外国人 

運用方針３（１）アに定める試験区分及び運用

方針５（１）アに定める業務区分に従い、上記第

１の１（１）のいずれかの試験合格又は下記２（１）

の技能実習２号移行対象職種・作業修了により確

認された技能を要する業務 

（２）２号特定技能外国人 

運用方針３（２）アに定める試験区分及び運用

方針５（１イに定める業務区分に従い、上記第１

の１（２）のいずれかの試験合格及び実務経験に

より確認された技能を要する業務 

３ P.4 第１ 特定技能外国

人が従事する業務 

【主たる業務】 

 

 

○ 造船・舶用工業分野において受け入れる１号特定

技能外国人は、特定技能基準省令第１条第１項に定

めるとおり、相当程度の知識若しくは経験を必要と

する技能を要する業務に、また、２号特定技能外国

【主たる業務】 

○ 造船・舶用工業分野において受け入れる特定技能

外国人のうち、１号特定技能外国人は相当程度の知

識又は経験を必要とする技能を要する業務、２号特

定技能外国人は当該分野に属する熟練した技能を要



人は、当該分野に属する熟練した技能を要する業務

に従事することが求められるところ、本要領別表に

記載された試験の合格により確認された技能を要

する本要領別表に記載された業務に主として従事

しなければなりません。 

する業務に従事することが求められるところ、本要

領別表に記載された試験の合格により確認された技

能を要する本要領別表に記載された業務に主として

従事しなければなりません。 

 

4 P.4 【関連業務】 

〇１つ目 

 

○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業

務に従事する日本人が通常従事することとなる関

連業務に付随的に従事することは差し支えありま

せん。 

【関連業務】 

○ また、分野別運用要領に記載するとおり、当該業

務に従事する日本人が通常従事することとなる関連

業務に付随的に従事することは差し支えありませ

ん。 

5 P.5 【その他業務関係】  

○ 国土交通省が行う特定技能外国人が従事する業

務内容の確認は、特定技能雇用契約の相手方となる

本邦の公私の機関が造船・舶用工業分野に係る事業

を営む者であることをもって確認します。詳細は第

３をご参照下さい。 

【その他業務関係】 

○ 国土交通省が行う特定技能外国人が従事する業務

内容の確認は、特定技能雇用契約の相手方となる本

邦の公私の機関が造船・舶用工業分野に係る事業を

営む者であることをもって確認します。詳細は第３

をご参照下さい。 

6 P.5 【相談窓口】  

○ 特定技能外国人の受入れを希望する場合で、事業

内容から造船・舶用工業分野で認められた業務に該

当するか否かが御不明なときは、次の窓口までお問

合せください。 

国土交通省海事局船舶産業課 Tel:03-5253-8634 

【相談窓口】 

○ 特定技能外国人の受入れを希望する場合で、事業

内容から造船・舶用工業分野で認められた業務に該

当するか否かが御不明なときは、次の窓口までお問

合せください。 

国土交通省海事局船舶産業課 Tel:03-5253-8634 

7 P.6 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準等 

第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準 第２ 特定技能外国人が有すべき技能水準等 

8 P.7 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準等 

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に

関する事項 

造船・舶用工業分野において特定技能の在留資格

３ 特定産業分野において求められる人材の基準に関

する事項 

造船・舶用工業分野において特定技能の在留資格



【関係規定】 

分野別運用方針（抜

粋） 

 

で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格し

た者（２号特定技能外国人については、実務経験の

要件も満たす者）とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、造

船・舶用工業分野に関する第２号技能実習を修了し

た者は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満た

しているものとして取り扱う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

別表ａ．試験区分（３（１）関係）の欄に

掲げる試験 

イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日

本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２

相当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

技能水準（試験区分及び実務経験） 

ア 試験区分 

「造船・舶用工業分野特定技能２号試験（溶

接）」 

イ 実務経験 

複数の作業員を指揮・命令・管理する監督

者としての実務経験を要件とする。 

で受け入れる外国人は、以下に定める試験に合格し

た者（２号特定技能外国人については、実務経験の

要件も満たす者）とする。 

また、特定技能１号の在留資格については、造船・

舶用工業分野に関する第２号技能実習を修了した者

は、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たして

いるものとして取り扱う。 

（１）１号特定技能外国人 

ア 技能水準（試験区分） 

別表１ａ．試験区分（３（１）ア関係）の欄

に掲げる試験 

イ 日本語能力水準 

（ア）「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日

本語能力試験（Ｎ４以上）」 

（イ）そのほか、「日本語教育の参照枠」のＡ２相

当以上の水準と認められるもの 

（２）２号特定技能外国人 

技能水準（試験区分及び実務経験） 

ア 試験区分 

別表２ａ．試験区分（３（２）ア関係）の欄

に掲げる試験 

イ 実務経験 

複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者

としての実務経験を要件とする。 

9 P.7 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準等 

【関係規定】 

（追加） 第１ 特定産業分野において認められる人材の基準に

関する事項 

 １．技能水準及び評価方法等 

 （２）「造船・舶用工業分野特定技能２号試験」又は



分野別運用要領（抜

粋） 

「技能検定１級」（運用方針３（２）アの試験区分：

運用方針別表２ａ．試験区分（３（２）ア関係）

のとおり） 

  ア 技能水準及び評価方法（特定技能２号） 

  （技能水準） 

   当該試験の合格及び造船・舶用工業において複

数の作業員を指揮・命令・管理する監督者として

の実務経験を２年以上有すること（注）を要件と

する。 

   （中略） 

  （注）令和５年６月９日の運用要領改正の時点で、

造船・舶用工業分野の１号特定技能外国人とし

て本邦に在留する者（業務区分「溶接」として

在留する者を除く。）については、同日以前の期

間に関しては、造船・舶用工業において複数の

作業員を指揮・命令・管理する監督者として就

労していたかに関わらず、当該者に該当してい

たものとして取り扱う。 

10 P.8 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準等 

○４つ目 

○ また、造船・舶用工業分野においては、本要領別

表に記載されたとおり、溶接（手溶接、半自動溶接）

の業務に従事するものについて、特定技能２号の外

国人の受入れが認められています。 

○ ２号特定技能外国人の技能水準としての「複数の

作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務

経験」とは、造船・舶用工業において監督者等の職

に任じられてからの実務経験をいいます。 

 

 

（削除） 

 

 

 

○ ２号特定技能外国人については、本要領別表に記

載された技能試験の合格に加えて、監督者として複

数の作業員を指揮・命令・管理しながら、造船・舶

用工業における業務に２年以上従事した実務経験が

必要です。 

この場合の「監督者」は、グループ長やグループ



リーダー等といった者をいい、実務経験とは、例え

ば、自らのグループの各従業員への作業指示、製作

物の確認、安全確保のための設備や作業場環境の点

検、作業計画の作成、作業の進捗管理等を行いなが

ら、造船・舶用工業における業務に従事した経験を

いいます。 

11 P.9 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準等 

【確認対象の書類】 

＜特定技能２号の場

合＞ 

○ 造船・舶用工業分野特定技能２号試験（溶接）の

合格証明書の写し 

 

 

 

 

○ 複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者とし

ての実務経験を有することを証する書類 

 

○ 造船・舶用工業分野特定技能２号試験合格者の場

合 

・本要領別表の特定技能２号外国人が従事する業務区

分に応じた、「技能水準及び評価方法等」の欄に掲げ

る造船・舶用工業分野特定技能２号試験の合格証明

書の写し 

○ 技能検定１級合格者の場合 

・本要領別表の特定技能２号外国人が従事する業務区

分に応じた、「技能水準及び評価方法等」の欄に掲げ

る技能検定１級の合格証明書の写し 

・造船・舶用工業分野２号特定技能外国人に求められ

る実務経験に係る証明書（分野参考様式第７－３号） 

12 P.9,10 第２ 特定技能外国

人が有すべき技能水

準等 

【留意事項】 

 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験

の合格等の免除を受けたい場合には、技能実習２号

を良好に修了したことを証するものとして、【確認

対象の書類】に掲げた技能実習２号修了時の技能検

定３級又はこれに相当する技能実習評価試験の実

技試験の合格証明書の提出が必要です。 

○ 技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価

試験の実技試験に合格していない場合（技能実習法

施行前の旧制度の技能実習生を含む。）には、技能

＜特定技能１号＞ 

○ 技能実習２号を良好に修了したとして技能試験の

合格等の免除を受けたい場合には、技能実習２号を

良好に修了したことを証するものとして、【確認対象

の書類】に掲げた技能実習２号修了時の技能検定３

級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験

の合格証明書の提出が必要です。 

○ 技能検定３級又はこれに相当する技能実習評価試

験の実技試験に合格していない場合（技能実習法施

行前の旧制度の技能実習生を含む。）には、技能試験



試験及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施

者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文

書の提出が必要です。 

 

 

及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施者が

作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提

出が必要です。 

＜特定技能２号＞ 

○ 造船・舶用工業分野特定技能２号試験は、受験の

際に、上記実務経験の有無を確認します。詳細は、

試験実施機関へご確認ください。 

○ 技能検定１級合格者の実務経験は、「造船・舶用工

業分野２号特定技能外国人に求められる実務経験に

係る証明書」（分野参考様式第７－３号）にて確認し

ます。 

13 P.11 第３ 特定技能雇用

契約の適正な履行

の確保に係る基準 

【関係規定】 

告示第２条 

（追加） 六 特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能

外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係

る実務経験を証する書類を交付すること。 

14 P.12 第３ 特定技能雇用

契約の適正な履行

の確保に係る基準 

○８つ目 

（新設） ○ 特定技能外国人から造船・舶用工業分野に係る実

務経験を証明する書面の交付を求められた場合は、

当該機関における実務経験を証明する書面の交付を

しなければならず、これを行わない場合は、基準に

適合しないことから、特定技能外国人の受入れがで

きないこととなります。 

15 P.14 第４ 適合１号特定

技能外国人支援計

画の適正な実施の

確保に係る基準 

【関係規定】 

告示第２条 

（追加） 六  特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能

外国人の当該機関における造船・舶用工業分野に係

る実務経験を証する書類を交付すること。 



16 別表 別表（造船・舶用工

業） 

 

 

 

 



 



17 分野参考

様式第７－

１号 

 

 

 



18 分野参考

様式第７－

３号 

 （新設） 

 

 

 


